
 幹部会報告事項 
令和 8 年 4 月 20 日 
防災危機管理局 

事
項 東区における不発弾（3月 12 日（木）発見）に関する情報について 

内 
 
 

容 

 

１ 不発弾発見に係る対応 

(1) 発見日時 

令和 8年 3月 12 日（木）午前 8時 30 分頃 

(2) 発見に至る経緯 

   名古屋市東区葵一丁目 1301 番地内において建物基礎工事中に工事作

業員が不発弾らしきものを発見し、警察に通報したもの。 

同日午後 3 時 00 分、陸上自衛隊中部方面後方支援隊第 103 不発弾処

理隊により、不発弾と確認された。 

(3) 不発弾の形状 

米国製 250 キログラム普通爆弾 

   ・信管あり（弾頭、弾底の 2箇所） 

   ・全長約 120 ㎝、直径約 36 ㎝ 

  (4) 合同対策本部の設置 

ア  本部の名称 

名古屋市東区不発弾処理合同対策本部 

イ 本部長 

  東区長 

ウ  設置日時 

令和 8年 3月 12 日（木）午後 3時 00 分 

  エ 合同対策本部全体会議（各関係機関、区政協力委員等が参加） 

    令和 8年 3月 24 日（火）、令和 8年 4月 14 日（火）の計 2回開催 

(5) 避難広報 

 ア 避難対象区域内の住民等に対して広報チラシを計 2回全戸配付 

  イ 名古屋市公式ウェブサイト、名古屋おしえてダイヤル、各種 SNS 等 

 

２ 処理作業当日（令和 8年 4月 19 日（日））における対応 

(1) 避難対象区域    

不発弾処理現場から概ね半径 300 メートル以内の区域 

  (2) 避難対象世帯数及び人数 

   2,341 世帯 3,650 人 

 (3) 避難場所及び避難者数 

愛知大学車道校舎１階      避難者 28 人 

葵コミュニティセンター     避難者 14 人 

東桜会館ギャラリー       避難者 38 人 

 

 



 

(4) 交通機関等への影響 

ア 一般道路 

  桜通、錦通等の一部を通行止め 

規制時間：午前 9時 30 分から午後 1時 30 分 

イ 名古屋市営地下鉄 

  東山線 栄～池下間において運休 

運休本数 118 本 

 

桜通線 太閤通～今池間において運休 

運休本数 53 本 

 

ウ 名古屋市営バス 

栄 15 系統及び東巡回においてう回運行（休止バス停発生） 

う回本数 18 本 

(5) 動員数 

   陸上自衛隊員、区役所職員、市税事務所職員、警察署員、消防職員、

区内公所職員、消防団員等、計 384 人（車両 50 両）が、不発弾の安全

化処理、避難対象区域住民の避難誘導及び周辺の警戒等に従事 

(6) 経過 

時   間 内   容 

午前 8時 30 分 避難広報開始、避難場所開設 

午前 9時 00 分 警戒区域の設定（災害対策基本法第 63 条） 

午前 9時 00 分～ 避難誘導、防犯防火警備開始 

午前 9時 30 分～ 交通規制開始 

午前 10 時 17 分 避難広報、避難誘導終了 

避難完了確認 

午前 10 時 18 分 信管除去作業開始 

午後 1時 19 分 信管除去後、本部長による安全宣言 

警戒区域および避難解除 

地下鉄運休解除 

午後 1時 30 分 交通規制解除 

市バスう回運行解除 

午後 1時 33 分 避難場所閉鎖 

午後 2時 00 分 不発弾搬出 

午後 2時 15 分 名古屋市東区不発弾処理合同対策本部解散 

 

 

 

備
考 

 

（危機対策課 内線 3568） 
 



幹 部 会 報 告 事 項 

令和 8 年 4 月 20 日 

ス ポ ー ツ 市 民 局 

事 

項 

「名古屋市犯罪抑止対策 2026～犯罪に強いまちをめざして～」の策定について 

内 

容 

刑法犯認知件数は全国的に増加傾向にあり、本市においても令和 4 年以降増加が

続いています。ついては、本年度も引き続き犯罪抑止対策に取り組み、犯罪に強い

まちを目指して「名古屋市犯罪抑止対策 2026」を策定しました。 
 

１ 現状（別添資料） 

令和７年は、刑法犯認知件数、犯罪率ともに前年に比べ４年連続で増加し、犯罪

率は政令市で５年連続してワースト 2位となりました。 
 

２ 推進目標及び重点犯罪 

（1）推進目標 

「増加傾向にある刑法犯認知件数を再び減少させ、犯罪率において政令市ワー

スト 3位内からの脱却を目指す」 

（2）重点犯罪※(  )内は令和 7年刑法犯認知件数 

・特殊詐欺等（1,502 件） 

・自動車盗 （403 件） 

・住宅対象侵入盗（348 件） 

・自転車盗（6,089 件） 

・子ども及び女性を対象とした犯罪※公表数値なし 
 

３ 対策（「犯罪抑止対策 2025」からの主な変更点） 

（1）共通対策 

・「犯行の手口の実演や防犯機器の使用体験講座を実施し、住宅対象侵入盗や

自動車盗を中心に被害防止対策を啓発」を追加 

（2）特殊詐欺等に対する対策 

   特殊詐欺等は、前年に比べ被害件数、被害額ともに大幅に増加しているため、

令和 8年度は、一層力を入れて対策に取り組んでいきます。 

   ・「スマートフォンによる被害の防止対策の啓発」を追加 

   ・「SNS 型投資詐欺・ロマンス詐欺仮想体験ツール等を活用し、手口と対策につ

いて啓発」を追加 

     ・「高校生・大学生向けに、闇バイトの危険性について啓発」を追加 

（3）子ども及び女性を対象とした犯罪 

   ・「公共交通機関における、ポスターの掲出やスポット放送等の痴漢対策の実

施」を追加 

 (4) その他 

   ・「ネットパトロールによる SNS 上の書き込み等の監視」を記載 

   ・「啓発資料による情報モラル教育等の推進」を記載 
 

４ 各区重点対策 

各区の犯罪実態に即して重点的な対策を実施 

備 

考 

本件は、本日市政記者クラブへ資料提供をします。 

（市民生活部地域安全推進課 内線 3128） 













幹 部 会 報 告 事 項 

令和 8 年 4 月 20 日 

                                        総 務 局 

       経 済 局 

事 

項 

令和8年度 首都圏出張時の企業訪問・企業情報の収集について 

内 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

容 

 

１ 概要 

  全局職員による企業誘致推進のため、首都圏への出張等の機会を捉え、企業訪問による

企業情報の収集を実施していただくよう依頼します。 

     

２ 対象職員 

  首都圏へ出張する課長級以上の職員 

 

３ 依頼事項 

首都圏出張時における企業訪問・企業情報の収集 

 
 ※経済局（産業立地交流課）にて、企業誘致パンフレット、グッズ等をご用意しておりま

すので、企業訪問時などにご活用ください。 
 ※訪問先企業につきましては、誘致の実現可能性や本市内事業所の有無などは問いません。

事業所以外の場所で面談を実施していただいた場合も含みますが、オンラインによる面

談は含みません。 
 

【参考：過去実績】 

区   分 各局室企業訪問件数 

令和７年度      ５４件（集計中） 

令和６年度  ７５件 

令和５年度  ８３件 

 ※各局室への依頼に対する報告を集計したもの（令和8年3月31日現在）。 

※令和 7 年度に各局室にて実施していただいた企業訪問のうち、未報告のものがございま

したら、5月29日（金）までに、経済局（産業立地交流課）までご報告ください。 

 

備 

考 

 

（シティプロモーションに関すること 総務局企画課シティプロモーション推進担当 内線 4450） 

（企業訪問等に関すること 経済局イノベーション推進部産業立地交流課 内線 2423） 

 



令和 8年 4月20日 

 

各局室区長 様 

 

総 務 局 長 

経 済 局 長 

 

首都圏出張時の企業訪問・企業情報の収集について（依頼） 

 

 

本市への企業誘致を推進すること等を目的とし、課長級以上の職員が首都圏へ出張される際

に積極的に企業を訪問し、企業情報の収集に努めていただくことを、昨年度までお願いしてき

たところでございます。昨年度実績は54社となり、積極的なご協力に厚く御礼申し上げます。 

今年度につきましても、当地域の経済の活性化のため、引き続き、企業訪問・企業情報の収

集にご協力をお願いいたします。 

なお、首都圏をはじめ、出張の機会を捉えて名古屋の魅力を直接伝えていただくことは、シ

ティプロモーションの観点からも必要な取り組みとなりますので、積極的にご協力いただきま

すようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 首都圏出張時における企業訪問・企業情報の収集 

（1）依頼内容 

課長級以上の職員が、首都圏へ出張の機会に、企業を訪問し、本市のＰＲを行うとともに、

本市への進出の可能性等についての情報を収集し、別添様式にて次のアドレス宛にご報告く

ださい。（報告先アドレス：a2423@keizai.city.nagoya.lg.jp） 

※ 業務の都合等により企業には訪問せず、首都圏の他の場所で会われる場合も報告の対象

としてください。 

※ 必要な事項が記載されておりましたら、別添様式以外の任意の様式（復命書の写しなど）

でご報告いただいても結構です。 

※ 訪問先企業につきましては、誘致の実現可能性や本市内事業所の有無などは問いません。

展示会など、事業所以外の場所で面談を実施していただいた場合も含みますが、オンラ

インによる面談は含みません。 

 

（2）実施時期 

   令和 9年 3月31日まで 

    ※次年度以降につきましては、改めてご連絡させていただきます。 

 

（3）令和 7年度の企業訪問報告について 

   令和 7年度に実施していただいた企業訪問につきまして、まだご報告いただいていない場

合は、お手数ですが、令和 8年 5月29日までに、別添様式または任意の様式にて、下記担当

までご報告ください。 

 

 

 

 

mailto:a2423@keizai.city.nagoya.lg.jp


２ その他 

企業訪問される際、イントラネットのページ「首都圏出張時の企業訪問・企業情報の収集

のお願い」をご参照ください。 

（所属別ページ＞経済局＞イノベーション推進部＞産業立地交流課 

http://js-intra-s.wsus.intra.city.nagoya.lg.jp/keizai/?p=251) 

 

また、本市の魅力や特色等の情報については、専用サイト「名古屋ビジネス進出サポート

サイト」（https://nagoya-potential.jp/）または「名古屋市シティプロモーションサイト」

（https://www.promotion.city.nagoya.jp/）をご参照ください。 

   （名古屋ビジネス進出サポートサイト）   （名古屋市シティプロモーションサイト） 

                    
 

企業訪問の際にご活用いただける誘致用パンフレット、グッズ等を産業立地交流課にてご

用意しますので、訪問日の前日までにご連絡ください。 

 

 

シティプロモーションに関すること 総務局企画課シティプロモーション推進担当 内線4450 

企業訪問等に関すること      経済局イノベーション推進部産業立地交流課 内線2423 

  

http://#
http://#
http://#


報告様式

企業名

訪問場所
(面談場所)

名古屋市内の
事業所の有無
（選択▽）

企業誘致担当課
の訪問等可否
（選択▽）

訪問等可の場合
関心がある事項

所感など

ご記入有難うございました。文書交換又は電子メールにて、下記担当までご提出ください。　

【提出先】経済局イノベーション推進部産業立地交流課　担当：神戸、小川
（　MAIL：a2423@keizai.city.nagoya.lg.jp　　内線：2423　）

備考

（記載例）・○○業界では、優秀な人材確保のため、大学や専門学校との連携を強め、学生確保
　　　　　　に取り組んでおり、大学や専門学校が多い○○地域へ進出する企業が増えている。
　　　　　・当社は新たな開発拠点の設置を検討中。福岡や仙台、名古屋などが候補。

補助金制度　・　インキュベート施設等
　

　産業施策　・　その他（　　　　　　　）

訪問先企業

面談相手

（役職・氏名）

（mail） （tel）

本社・本社以外（施設・会場の名称：　　　　　　　　             　　）

ヒアリング
内容

企業情報　報告フォーマット
※　記入できる範囲で結構です。
　　以下の内容が記載された任意様式（復命書の写しなど）でご提出いただいても結構です。

訪問日 令和　　年　　月　　日

訪問者 （所属）　　　　　　　（補職）　　　　　　　（氏名）

mailto:a2423@keizai.city.nagoya.lg.jp


幹 部 会 報 告 事 項 

令 和 8 年  4 月 20 日 

子 ど も 青 少 年 局 

事  
項  

児童虐待防止推進月間（5 月）における広報啓発の取り組みについて 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内  
 
 
 
 
 
 
 

容  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１ 趣 旨 

  平成 25 年 4 月に、深刻化する児童虐待問題に対応するため、「名古

屋市児童を虐待から守る条例」が施行され、令和 7 年 4 月には、虐待

が発生してからの対応に加え、虐待そのものをなくしていくため、将

来を見据えた本市の児童虐待防止対策のあり方を明確にする観点から

条例改正が行われました。この条例において、毎年 5 月と 11 月を児童

虐待防止推進月間とし、児童を虐待から守り、児童虐待問題について、

深い理解と協力を得ることができるよう、各種のＰＲ活動を通して、

市民及び関係者への呼びかけを行っています。 

  ５月は名古屋市独自の「児童虐待防止推進月間」であり、新入学など

により環境が変わった子どもとその保護者や、就職により新たに児童

に関する業務に従事することになった方などを対象に、児童虐待の予

防や早期発見についての知識の普及などを目指すとともに、児童相談

所虐待対応ダイヤル「１８９」のさらなる普及を図るものです。 

  なお、毎年 11 月は、こども家庭庁が主唱する「オレンジリボン・ 

児童虐待防止推進キャンペーン」として全国的な広報啓発活動を行 

っています。 

 

 

 

 

 

 

２ 市民向け広報・啓発イベント 

（１）「とだがわこどもひろば」における児童虐待防止キャンペーン 

日 時：5 月 3 日（日・祝）10:00～12:00 

場 所：meito こどもランド・とだがわ 

内 容：簡単なクイズ・啓発物品の配布 

（２）児童虐待防止 PR 

   日 時：5 月 9 日（土）9:00～12:00 

   場 所：東山動植物園 

   内 容：啓発物品の配布 

（３）オレンジリボンパレード           

  日 時：5 月 24 日（日）11:00～16:00 

  場 所：大須・ふれあい広場 

  主 催：スマイルリターン（本市オレンジリボンパートナー：児童

児 童 虐 待 防 止 の  
シ ン ボ ル マ ー ク  
オ レ ン ジ リ ボ ン  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内  
 
 
 
 
 
 
 

容  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

虐待防止推進月間を中心に、児童虐待 

防止に向けたイベントを開催する民 

間ボランティア団体を「オレンジリ 

ボンパートナー」として認証し、本 

市と共に啓発活動を行うもの。） 

  内 容：子育てトークショー、啓発車両の展 

示＆乗車体験、パレード等。本市はブ 

ース出展し啓発物品の配布を実施。 

 

３ メディアの活用による広報啓発 

（１）Chika Vision 音声付動画サイネージ（地下鉄東山線名古屋駅・栄

駅構内計 7 か所） 

掲出期間：５月１日（金）～３１日（日） 

内  容：名古屋市立大学の学生とレディーナナさん（子どもの 

未来全力応援アンバサダー）のコラボによる児童虐待 

啓発動画の放映 

（２）ラジオ番組「MEETS MY AICHI～NAGOYA CITY～」による広報 

放 送 日：5 月 6 日（水）、7 日（木） 

（３）テレビ番組「おもてなし隊なごや 2026」による広報 

内  容：なごやおもてなし武将隊とレディーナナさんによる広 

     報 

放 送 日：5 月 24 日（日） 

   

４ 小中学生と保護者向けの広報・啓発（５月中に学校を通して配布予 

定） 

（１）市立小学校１・2 年生及びその保護者向けに児童虐待に関する基本

的知識と相談先を示したリーフレットを配付 

（２）市立小学校３年生から中学校 3 年生向けに相談先を示した啓発カ

ードを配付 

 

５ 関係機関職員向け研修会の開催 

テ ー マ：「ちいさいひと」の声を聴く～子どもの権利擁護を改めて 

考える～ 

対  象：市町村職員、児童相談所職員、保健所・保健センター職 

員、児童福祉施設職員、保育・幼稚園関係者、学校関係者、

民生・児童委員、主任児童委員等（児童虐待対応の実務経

験が概ね 3 年未満で、児童虐待に関する基礎的な知識・技

術を学ぶことを希望する方） 

講  師：安部 計彦 氏（一般社団法人 日本児童相談業務評価機関 

J-Oschis 代表理事） 

日  時：5 月 20 日（水）10：00 ～６月５日（金）21：00 まで（研 

修時間約 90 分：インターネット上で動画を視聴する研修で 



す） 

 

６ 他の広報啓発 

（１）広報用ポスター、広報なごや、Ｘ（旧ツイッター）漫画などによる

ＰＲ 

（２）「なごや子育てアプリなごみー」への掲載による PR 

（３）本庁舎正面玄関における広報用看板の掲出（5/11～）、庁内放送に 

よる来庁者・職員への広報 

（４）地下鉄駅内の旅客案内装置を利用したＰＲ 

（５）MP Gallery（メイカーズ・ピア内）におけるポスター掲出・啓発物 

  品の配布等 

（６）本市職員（課長級以上）によるオレンジリボンバッジ着用 

（７）各区の独自取組み（５月・１１月を中心に通年で実施） 

（８）公民連携・大学連携による広報啓発：株式会社 AT グループ、東邦

ガス株式会社、名古屋商工会議所、明治安田生命保険相互会社、愛知

学院大学、日本郵便株式会社、生活協同組合コープあいち 

 

備考  本件は、４月２２日(水)に市政記者クラブへ資料提供を行います。 

   （子育て支援部子ども福祉課  内線 3978） 

 







 幹 部 会 報 告 事 項 
令 和 ８ 年 ４ 月 ２ ０ 日 
教 育 委 員 会 

事

項 
美術館特別展「スウェーデン・テキスタイル 暮らしと自然に息づく北欧デザイン」の開催について 

内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容 

 

１ 概要 

 これまで日本で注目される機会の少なかったスウェーデンのテキスタイルを紹介 

 します。スウェーデンでは、長い冬の間も活気に満ちた季節を想起させるデザイン 

 のテキスタイルが、生活を彩る重要な役割を果たしてきました。 

  本展では、「ポップ！ カラフル！ ジョイフル！」をキャッチコピーに、色とりどり 

 のテキスタイルのほか、インテリア、ファッション・アイテムなど約 200 点の作品 

 が多様な展示方法で美術館に並びます。懐かしくも新鮮な「北欧デザイン」の世界 

 を心ゆくまでお楽しみください。 
 

２ 会期等 

(１)会 期 令和 8年 7月 11 日(土)～9 月 6 日(日)（58 日間） 

(２)休 館 日 月曜日(ただし 7月 20 日[月・祝]は開館）、7月 21 日(火) 

(３)観 覧 料 一般 1,900 円(1,700 円) 高大生 1,000 円(800 円) 中学生以下無料  

※( )内は前売料金・20 名以上の団体料金 

(４)主 催 名古屋市教育委員会・名古屋市美術館、中日新聞社 
  

３ 主な展示内容 

・アンナ＝レーナ・エムデーン 《夏休み》  

・ヴァンニャ・ジャナイエフ    《白鳥》 1968 年 

・アンナ＝レーナ・エムデーン 《カエルの王子さま》[部分] 197０年 

※いずれもサラ・アクステイリウス氏蔵 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ≪夏休み≫       ≪白鳥≫         ≪カエルの王子さま≫ 
 

４ 展覧会の見どころ  

（１）スウェーデンのテキスタイル約２００点を一堂に展示！ 

（２）自然に根差した親しみやすいモチーフ 

(３)ポップでカラフル！元気を与えてくれるデザイン 

（４）インテリアやファッションと関連づけた展示も 
  

５ 目標入場者数  40,000 人 
 

備

考 
本件は、4月 20 日(月)に市政記者クラブへ資料提供します。 

（美術館 ２１２－０００１） 
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幹部会報告事項 

令和8年4月20日 

防災危機管理局 

消 防 局 

事 

項 
アジア・アジアパラ競技大会を見据えた訓練の実施について 

内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容 

 

 

 

 

 

 令和8年度開催のアジア・アジアパラ競技大会を見据え、大会期間中の事案発生を

想定した訓練を実施します。 

 

１ 危機管理対策本部運営訓練 

  大会期間中における、危機事象発生時の初動対応として事務局が実施する一連の

対応について確認する。（消防局が実施する訓練と連携して実施） 

 ⑴ 多数傷病者対応 

   日  時：令和8年4月30日（木）10時00分～ 

   場  所：情報センター、パロマ瑞穂スタジアム 

参加機関：防災危機管理局、総務局、各局室（情報共有のみ） 

 ⑵ ＮＢＣ災害対応 

   日  時：令和8年5月20日（水）13時00分～ 

   場  所：情報センター、ＩＧアリーナ 

   参加機関：防災危機管理局、総務局、各局室（情報共有のみ） 

 

２ 消防訓練 

  大会期間中の災害に対する備えを万全とするため、一部の競技会場において消防

隊を中心とした消防訓練を実施する。 

 ⑴ 多数傷病者対応 

   日  時：令和8年4月30日（木）10時00分～ 

   場  所：パロマ瑞穂スタジアム 

参加機関：アジア・アジアパラ競技大会組織委員会、競技会場施設管理者、瑞

穂警察署、名市大DMAT、瑞穂区医師会、防災危機管理局、消防局 

 ⑵ ＮＢＣ災害対応 

   日  時：令和8年5月20日（水）13時00分～ 

   場  所：ＩＧアリーナ 

   参加機関：アジア・アジアパラ競技大会組織委員会、競技会場施設管理者、北

警察署、県警機動隊、防災危機管理局、消防局 

 

 

 

 

 

 

 
 
本件については、4月23日と5月13日に市政記者クラブへ資料提供する予定です。 

 

（防災危機管理局危機対策課 内線3522） 

（消防局本部機動部隊 内線3558） 

備

考 



幹部会報告事項 

令和8年4月20日 

総   務   局 

事 

項 
市長の海外出張について 

内 

 

 

 

 

容 

 

 １ 期間 

  令和８年５月２日（土）～５月７日（木） 

 

 

 ２ 出張の目的 

 ウズベキスタン・サマルカンド市で開催される第５９回アジア開

発銀行年次総会において、次回開催国ＰＲを行う。 

  また、パートナー都市であるタシケント市を訪問し、より一層の

友好親善を図る。 

 

 

 ３ 訪問予定地と主な用務 

  （１）タシケント市（ウズベキスタン） 

・タシケント市長表敬訪問 

・在ウズベキスタン日本国大使表敬訪問 

 

  （２）サマルカンド市（ウズベキスタン） 

     ・第５９回アジア開発銀行年次総会への参加 

     ・次回開催国ブースの出展 

     ・次回開催国イベントの開催 

  

 （参考） 

  第５９回アジア開発銀行年次総会 

   日程：令和８年５月３日から５月６日 

   場所：ウズベキスタン・サマルカンド 

      Silk Road Samarkand Complex 

 

備 

考 
本件については、４月２２日に市長定例会見を行います。 

（総務局総合調整部総合調整課   446-7558） 

（総務局総合調整部国際課   内線3061） 


